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※1：検査日の前日までに電話予約が必要です。（感染症担当 TEL0889-22-2588）

※2：検査日の前週の金曜日までに電話予約が必要です。（感染症担当 TEL0889-22-2588）

日 曜日 行事予定
1 木 元日

2 金

3 土

4 日

5 月 犬・猫保護収集（土佐市）

6 火

7 水 特定保健指導学習会(福祉保健所､10:00～16:30)
犬・猫保護収集（日高村、佐川町、越知町、仁淀川町）

8 木

9 金

10 土

11 日

12 月 成人の日

13 火
エイズ・肝炎検査（福祉保健所、13:00-15:00※1）

14 水 犬・猫保護収集（日高村、佐川町、越知町、仁淀川町）

15 木

16 金

17 土

18 日

19 月

20 火 犬・猫保護収集（いの町）

21 水 犬・猫保護収集（日高村、佐川町、越知町、仁淀川町）

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月 犬・猫保護収集（土佐市）

27 火

エイズ・肝炎検査（福祉保健所、13:00-15:00※1）
エイズ夜間検査（福祉保健所、17:30-18:30※2）
不妊相談（福祉保健所、13:00-15:30）

28 水 犬・猫保護収集（日高村、佐川町、越知町、仁淀川町）

29 木

30 金

31 土

「はたちの献血」キャンペーン１月 ２月
～～

「はたちの献血」キャンペーン

　風邪などで体調を崩す人が多くなるなど献血者
が減少しがちな冬期、安全な血液製剤を安定的に
確保するため、新たに成人式を迎える「はたち」
の若者を中心として広く、献血への理解と協力を
訴える「はたちの献血」キャンペーンを１月から
２月の期間において実施します。
　移動献血車や献血ルームを見かけたら、ぜひご
協力を！

小さな勇気で大きな優しさ
　 はじめよう はたちの献血！
小さな勇気で大きな優しさ
　 はじめよう はたちの献血！

　平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震
災に因んで制定された記念日で学生を中心とした
ボランティア活動が活発化し、「日本のボランテ
ィア元年」と言われています。
　今後、被災地の「ニーズ」と災害ボランティア
の「思い」と「力」を生かす、市町村単位の「災
害ボランティアセンター」の設置・運営の体制づ
くりが急がれます。

今月のカレンダー
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  一般ゴミ、粗大ゴミの河川、道路、山林等への
不法投棄が後を絶ちません。県では「ボランティ
アの登録」、「県民一斉美化活動月間の制定」、
「企業・団体と美化活動協定を結ぶ」など、ふる
さと高知のクリーンアップを進めています。

清潔で美しい高知県をつくる条例清潔で美しい高知県をつくる条例

献血（土佐市：ハヤシ商事(株)前9:30-11:30、土佐市民病院前13:30-16:00）

不妊相談（福祉保健所、13:00-15:30）、献血（いの町：高知県
伊野合同庁舎前9:30-11:00、高知県立農業大学校前13:00-15:30）

献血（越知町：保健福祉センター10:00-12:00、13:00-15:30）

自閉症児親の会交流会（福祉保健所、10:00-12:00）
献血（土佐市：サンプラザポプラ店前10:00-12:00、サニーマート
高岡店前13:30-16:00）

管内市町村食生活改善推進員養成講座（日高村保健センター、9:30-11:00）
１月１７日は防災とボランティアの日１月１７日は防災とボランティアの日



清潔で美しい

ふるさと 高知を!!高知を!!
　廃棄物処理法の強化により、最近、大規模な産業廃棄物の不法投棄は減少傾向に
ありますが、残念ながら、家庭から排出される一般ゴミ・粗大ゴミは、依然、河川・
道路・山林等へ、繰り返し不法投棄されているのが現状です。

高知を!!
清潔で美しい高知県をつくる条例について

　これらの投棄物は、市町村・県・管理者等が撤去費用を
負担し処分を行っていますが、こういった不法投棄行為者
に対しては、県・市町村・警察が連携し、厳しい処分を行
っています。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律

　第１６条
　何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
　　
　罰則：５年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金
　　　　又はその併科に処する。　

ですが、全ての事案に対応出来ていないのが現状です・・

この状況
を

打破すべ
く!

この状況
を

打破すべ
く!
「清潔で美しい高知県をつくる条例」　「清潔で美しい高知県をつくる条例」　

が制定されました。

　この条例では、自ら清潔で美しい県土づくりを行うという意識の
もと、相互に連携を図りながら協力して、快適な生活環境の実現を
目指しています。

高知県の今後の取り組み高知県の今後の取り組み

○各市町村にボランティアの登録制度の導入を勧めています。
　　各市町村の環境担当課が窓口となり、ボランティアのみなさんに、
　　清掃資材や情報の提供を行うことを予定しています。　
○県民一斉美化活動月間を2月とし清掃活動を実施します。
　　初年度の今年は、土佐市、日高村で清掃活動を行う予定で、日程、
　　場所は決まり次第、高知県環境対策課のホームページでお知らせ
　　します。
○企業や団体と美化活動協定を締結し、県民等の意識啓発や美化活動
　などに対し、連携、協力して進めていきます。　
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　　各市町村の環境担当課が窓口となり、ボランティアのみなさんに、
　　清掃資材や情報の提供を行うことを予定しています。　
○県民一斉美化活動月間を2月とし清掃活動を実施します。
　　初年度の今年は、土佐市、日高村で清掃活動を行う予定で、日程、
　　場所は決まり次第、高知県環境対策課のホームページでお知らせ
　　します。
○企業や団体と美化活動協定を締結し、県民等の意識啓発や美化活動
　などに対し、連携、協力して進めていきます。　

次世代に美しい自然を残していきましょう！


